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① 福祉・介護職員処遇改善加算

⇒「処遇改善加算」

② 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

⇒「特定加算」

③ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

⇒「ベースアップ等加算」

１．処遇改善加算等とは

３つの加算の総称を「処遇改善加算等」といいます。
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令和4年2月から同年9月まで実施された「福祉・介護職

員処遇改善臨時特例交付金」の賃上げ効果を継続するため。

主に「福祉・介護職員の基本給等の引上げ」を目的とし

ている。

２. ベースアップ等加算の概要

（1）目的



5

算定には、２つの要件を満たす必要がある。

① 処遇改善加算要件

⇒ 処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを

算定していること。

② ベースアップ等要件

⇒ 賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は

決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

２. ベースアップ等加算の概要

（2）要件



6

処遇改善加算の対象職種に加え、施設・事業所において、

福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも

可能。

⇒ 特定加算のような配分ルールはないが、福祉・介護

職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえ

た上で実施すること。

（3）対象となる職種

２. ベースアップ等加算の概要
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（1）計画書

３. 届出について

① 年度の途中で新たに算定する場合

⇒ 算定月の前々月末日まで

② 年度の途中で区分を上げる場合（処遇改善加算・特定加算）

⇒ 算定月の前月15日まで

③ 4月・5月から算定する場合（年度当初の特例）

⇒ 当該年度の4月15日まで

加算を算定する場合の計画書の届出期限は、下記のとおり。
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（2）変更届

３. 届出について

下記にかかる変更が生じた場合は、変更の届出が必要。
変更事項 届出期限

① 法人の合併等による、計画書の作成単位の変更
事案発生後速やかに

②
複数の事業所を一括して申請する事業者における、当該

申請に係る事業所の増減

③ 処遇改善加算の区分変更
（区分が上がる場合）

算定月の前月15日
（区分が下がる場合）

事案発生後速やかに④ 特定加算の区分変更

⑤ 就業規則の改正（職員の処遇に関する内容のみ） 実績報告書とあわせて
提出⑥ キャリアパス要件に関する変更
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（3）実績報告

３. 届出について

注意！

・提出期限は、「当該年度において加算の支払いのあった月の

翌々月末日まで」

⇒通常、3月サービス提供分の加算の支払いは5月。

よって、提出期限は7月末。

・年度途中で事業所を廃止した場合でも、実績報告は必要。

加算を算定した場合には、毎年度「実績報告書」の提出が必要。
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４. 留意事項

ⅱ)
上乗せしない状態
の賃金（基準額）

事業者負担による
独自の賃金改善額を

含む賃金

(オ)
事業者負担による
独自の賃金改善額

(イ)・(ウ)・(エ)

処遇改善加算等
を原資として
上乗せした額 当

年
度
の

賃
金
改
善
額

②賃金改善
の見込額
(ⅰ－ⅱ)

当
年
度
の
改
善
期
間
の
賃
金
の
総
額

ⅰ)①加算の見込額

処遇改善加算等
を原資として
上乗せした額

比
較
対
象
期
間
の
賃
金
の
総
額

(ア)
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４. 留意事項
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比
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４. 留意事項

ⅱ)
上乗せしない状態
の賃金（基準額）

(オ)
事業者負担による
独自の賃金改善額

(イ)・(ウ)・(エ)

処遇改善加算等
を原資として
上乗せした額

比
較
対
象
期
間
の
賃
金
の
総
額

(ア)
比較対象期間＝

原則：前年1月～12月

これにより難い合理的な理由がある

場合には、「推計」する。

ただし！

合理的な理由の例や推計方法については、

令和2年3月31日付厚生労働省通知

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に

関するＱ＆Ａ（Vol.４）」の問2を参照。


